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教体 第１１７６号

平成２１年５月１日

各 県 立 学 校 長 様

兵 庫 県 教 育 長

「県立学校における新型インフルエンザ対応行動計画 Ver.1」について

新型インフルエンザに係る対応については、これまでも注意喚起を図ってきましたが、

昨日、ＷＨＯが警戒レベルをフェーズ５（世界的大流行の一歩手前の段階）に引き上げ

るなど、感染拡大が懸念される状況となっています。

このような状況を踏まえ、県教育委員会として、各県立学校において新型インフルエ

ンザに対して効果的な対策がとれるよう、別添「県立学校における新型インフルエンザ

対応行動計画 Ver.1」を作成しました。

ついては、本行動計画をもとに各学校の実情を考慮した具体的な計画を策定するなど、

適切に対応願います。

また、現時点では、国内発生には至っていませんが、引き続き注意喚起及び情報収集

に努めるとともに、国内発生に至った場合は、「兵庫県新型インフルエンザ対策計画」に

基づき、臨時休業等を指示することがありますのでご留意願います。

なお、「県立学校における新型インフルエンザ対応行動計画 Ver.1」は、今後の状況の

変化に応じて、適宜修正を行うこととしています。

記

○送付内容

「県立学校における新型インフルエンザ対応行動計画 Ver.１」 【別添】

本件連絡先

兵庫県教育委員会事務局

体育保健課 保健安全係（担当：升川）

電話 078－362－3789 ﾌｧｯｸｽ 078－362－3959

E－mail kiyonori_masukawa@pref.hyogo.lg.jp







県立学校における新型インフルエンザ対応行動計画の概要
兵 庫 県 教 育 委 員 会

０ 前段階（未発生期）
Ⅱ 第二段階 （国内発生早期）

※県外（近隣府県以外）で発生した場合

Ⅲ 第二段階（国内発生早期）

※県内または近隣府県で発生した場合

第三段階（感染拡大・まん延・回復期）

Ⅳ 第四段階（小康期） 教育的配慮をすべき事項等（共通事項）

１ 新型インフルエンザに関する情報の収集

２ 児童生徒、教職員の緊急連絡体制等の整備

Ⅰ 第一段階（海外発生期）

１ 臨時休業の解除

県教育委員会からの指示を受け、

速やかに解除

２ 臨時休業解除の連絡

緊急連絡体制により、児童生徒、

保護者に迅速かつ確実に連絡

（ホームページ等にも掲載）

３ 学校施設等の点検

学校再開に備え、学校施設等を

点検

４ 学校再開後の対応

児童生徒、教職員の健康状態を

把握

１ 情報収集及び周知

①国及び県教育委員会から伝達される情報を的確に

把握

②情報を整理し、児童生徒、保護者、教職員に迅速か

つ確実に周知

③保護者等に最新の学校情報（ホームページ等）を

提供できる体制の整備

２ 児童生徒・教職員に対する感染拡大防止策の奨励

①児童生徒、保護者、教職員への新型インフルエンザ

に関する情報の提供

②うがい・手洗いを励行

③「咳（せき）エチケット」の励行

３ 海外修学旅行、留学等への対応

①海外修学旅行等については、新型インフルエンザの

関係情報を踏まえた上で、自粛を含め検討

②海外旅行、留学等については、新型インフルエンザ

が発生している国・地域への渡航はできるだけ避ける

よう指導

③発生国・周辺地域から帰国した児童生徒及び入国し

た留学生や教職員等に対して、インフルエンザ様症

状を呈した場合、直ちに健康福祉事務所（保健所）に

相談するよう、あらかじめ指導

４ 国内・県内発生に備えた体制の点検・確認

①行動計画の作成

②緊急連絡体制等の確立

５ 県内または近隣府県の発生に備えた準備

①県内（近隣府県含む）発生以降の対応（臨時休業等）

の準備

②国内発生以降の部活動等の対応（国内発生時の全

国大会、ブロック大会への出場禁止や臨時休業中の

部活動の中止）の準備

③臨時休業中の教職員の役割分担等を整備

④臨時休業中の学習課題の作成

１ 情報収集及び周知

①国及び県教育委員会から伝達される情報を

的確に把握

②新型インフルエンザの県内発生（近隣府県含

む）が確認された時に、臨時休業となる場合も

あること等、対応方針を児童生徒、保護者、教

職員に迅速かつ確実に周知

２ 児童生徒・教職員に対する感染拡大防止策

の強化

感染防止のために、児童生徒、保護者、教職

員に対して以下の措置等を実施

①感染防止と健康状態の自己把握に努めるよう、

注意喚起

②マスクの着用、うがい・手洗いを徹底

③ 「咳（せき）エチケット」の徹底

④不要不急の大規模集会や興行施設等不特定

多数の集まる場所への外出を自粛

３ サーベイランス(児童生徒の健康状態の監視)

①児童生徒の健康観察を毎日実施（家族にイン

フルエンザ様症状の人がいないかも確認）

② 家庭での健康観察で、インフルエンザ様症状

があれば、直ちに健康福祉事務所（保健所）に

相談するよう指導

③登校後、インフルエンザ様症状が確認された

児童生徒については、直ちに保護者に連絡す

るとともに、状況に応じ、保護者または学校が、

健康福祉事務所（保健所）に相談

４ 行事・部活動等への対応

①県域を越えた学校行事（修学旅行、遠足、校外

学習等）は中止または延期、実施方法の検討

②部活動については、県域を越えた練習試合を

自粛。全国大会やブロック大会等は開催状況

から参加を判断

〔兵庫県新型インフルエンザ対策計画（平成21年4月）〕

１ 臨時休業の措置

①県教育委員会からの指示を受け、速やかに実施

②県教育委員会と学校は密に連絡・連携

２ 臨時休業の連絡

緊急連絡体制により、児童生徒、保護者に迅速

かつ確実に連絡（ホームページ等にも掲載）

３ 臨時休業中の学習指導

①教科書、問題集等の課題提示による自宅学習を

基本として学習指導を実施

②児童生徒の自宅学習用として利用可能なテレビ・

ラジオの教育放送等を紹介

４ 臨時休業中の生活指導

外出の自粛、規則正しい生活、自主的な勉強の

進め方、家の手伝いなど、臨時休業中の生活の

ポイントとなる資料を作成して指導

５ サーベイランス（児童生徒の健康状態の監視）の

継続実施

６ 臨時休業中の児童生徒、教職員の健康状態等

の定期的な把握

７ 臨時休業中の部活動の禁止

８ 臨時休業中における教職員の勤務体制の整備

【参考】発生段階の整理

県対策計画

（平成 21 年 4 月）
WHO

前段階 未発生期

ﾌｪｰｽﾞ

1 ･2・3

A・B

第一段階 海外発生期

ﾌｪｰｽﾞ

4・5・6

A

第二段階 国内発 生早期

ﾌｪｰｽﾞ

4

Ｂ

感染拡大期

ﾌｪｰｽﾞ

5

B

まん延期第三段階

回復期

ﾌｪｰｽﾞ

6

Ｂ

第四段階 小康期
ﾌｪｰｽﾞ

7

Ａ：海外発生 Ｂ：国内発生

１ 情報提供

①新型インフルエンザの発生により、社会的な混乱が

生じる恐れがあることから、教職員は、児童生徒等

が不安や動揺をせず適切な行動がとれるよう分かり

やすく的確に指示

②十分な打合せを実施し、正確な情報を伝達

③患者等やその家族及び接触者に対する差別が

起こらないよう十分留意

④海外に留学中や旅行中の児童生徒等に対して、

必要に応じ、以下の情報を伝え、相談に対応

ｱ 新型インフルエンザの症状、感染経路等・

効果的な予防法（人混みの多い場所に行かな

い、うがい・手洗いの徹底等）

ｲ 症状を呈した場合の対応（医療機関受診等）

ｳ 海外での発生状況

ｴ 外務省の発出する渡航情報及び管轄在外

公館による現地関連情報、注意事項等への留

意

ｵ 万一の場合の対応や健康に不安がある場合

の相談方法（在外公館への連絡等）

ｶ 帰国する際の相談窓口 等

⑤留学や海外旅行等の予定のある児童生徒には、

必要な情報の提供を行うとともに、発生国・周辺

地域への留学等については、新型インフルエンザ

の発生状況等を踏まえた上で、渡航自粛も含め、

検討するよう保護者等に周知

２ 心のケアの準備

①児童生徒等が新型インフルエンザに対して、過度

な不安や恐怖を抱くことのないよう、学校医やスク

ール（キャンパス）カウンセラーと協議しながら対応

②児童生徒の心のケアについて、保護者や児童生徒

の意向を確認しながら対応

原則として、県内において第１例目の患者が

確認された時点で、県下の全ての学校、通所

施設等に臨時休業を要請する。なお、近隣府

県で学校等の臨時休業が実施された場合に

は、県内で患者が確認されていない場合にも

臨時休業の判断を行うことがある。臨時休業が

実施された場合は、国に報告するとともに、回

復期になれば、７日ごとに厚生労働省と協議し

て、臨時休業の解除時期を検討する。 

※インフルエンザ様症状 

38 度以上の発熱、咳、全身倦怠感等 






























































